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衆
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院
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員
木
村
太
郎
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津
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に
対
す
る
答
弁
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一
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
の
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
の
二
学
期
以
降
も
引
き
続
き
休
校

と
な
っ
て
い
る
学
校
や
他
の
公
共
施
設
等
を
使
用
し
て
授
業
を
行
っ
て
い
る
学
校
も
存
在
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

移
転
を
必
要
と
す
る
学
校
の
復
旧
等
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
地
域
の
地
方
公
共
団
体
（
以

下
「
被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
が
策
定
す
る
復
興
計
画
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て

は
、
被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
計
画
の
策
定
に
当
た
り
、
国
の
職
員
に
よ
る
技
術
的
な
支
援
等
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
、
一
日
も
早
い
学
校
の
再
開
に
つ
い
て
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
「
仮
設
校
舎
」
の
う
ち
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
建
築
主
事
等
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
期
間
を
限
る
こ
と

な
く
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
実
情
を
踏
ま
え
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

一



三
及
び
四
に
つ
い
て

公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
に
お
い
て
は
、
学
校
教
育
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
立
学
校
（
以
下
単
に
「
公
立
学
校
」
と
い
う
。
）
の
施
設

に
関
し
、
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
お
い
て
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
の
施
設
を
す
る

こ
と
及
び
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
又
は
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
施
設
に
代
わ
る
べ
き

必
要
な
施
設
を
す
る
た
め
に
必
要
な
工
事
費
に
つ
い
て
、
そ
の
三
分
の
二
を
国
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
要

件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
の
被
害
を
受
け
て
、
公
立
学
校
が
高
台
等
に
移
転
す
る
場
合
に
つ

い
て
も
、
国
が
同
率
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
う
ち
、
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」
（
平

成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、
「
地
域
の
実
情
に
即
し
て
多
様
な
用
途
の

立
地
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
土
地
の
買
い
上
げ
等
も
可
能
な
「
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
」
を
総
合
的
に
再
検
討
す
る
。
」

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
の
要
望
も
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二



五
に
つ
い
て

被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
当
面
の
災
害
対
策
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
四
月
八
日
に
、

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別

交
付
税
の
額
の
決
定
及
び
交
付
（
以
下
「
特
例
交
付
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
に
決
定

し
た
平
成
二
十
三
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
際
し
、
基
準
財
政
需
要
額
に
お
い
て
小
学
校
費
、
中
学
校
費
等
に
つ

い
て
、
基
準
財
政
収
入
額
に
お
い
て
法
人
関
係
税
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
の
特
例
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
、
平
成
二
十
三
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
特
別
交
付
税
を
千
二
百
億
円
増
額
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二

十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
地
方
交
付
税
を
約
五
千
四
百
五
十
五
億
円
増
額
し
、
こ
の
う
ち
約
四
千
五
百
七

十
一
億
円
を
同
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
平
成

二
十
三
年
度
に
お
け
る
第
二
回
目
の
特
例
交
付
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
地
方
交
付
税
の
所
要
額
の
確
保
と
あ
わ
せ
て
、
被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
の
実
情
を
十
分
に
踏
ま
え
た
地
方

交
付
税
の
算
定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
適
切
に
対
応
し
て

ま
い
り
た
い
。

三


